
環境改善目標２ 敷地内緑化について

■緑の多様な機能 （京都市みどりの基本計画より、緑の

機能や計画の視点など）

■緑化の４つの取組み方

■植栽について重視したい点、注意点

ＫＥＳエコロジカルネットワーク取組説明 資料６

（公財）京都市都市緑化協会

おもな内容

生物多様性や都市緑化に関する国、京都府、京都市の法令や制度の見直しなどの動きを
ふまえ、緑化活動に関する新たな基準を検討中です。



京都市みどりの基本計画2026

■理念 山紫水明に息づく文化とともに
彩りあふれる千年先の京都へ

■期間 2026年から10年間（第３次）
■対象とする区域 主に都市計画区域

■みどりのはたらき

1 自然基盤

2 大気・水質 

3 CO2吸収源 

4 生物生息空間

5 歴史・文化 

6 景観・風情 

7 経済・活力 

8 営み・生業
 

9 防災・減災

10 暑さ緩和 

11 癒し・憩い 

12 居場所・交流 

13 遊び・スポーツ 

14 学び・育み

（緑の多様な機能）



京都市みどりの基本計画2026

参考：みどりの配置方針 視点 1 緑化重点地区 （市街化区域全域） 
京都市地球温暖化対策条例では緑化重点地区内で
は一定面積以上の新築・改築に緑化義務付け

視点 2 みどりの量と質 

緑被率（2024年度＝市街地約 36%）の維持・向
上と質（みどりのはたらき）の充実 

視点 3 グリーンインフラ

市独自の「雨庭」など京都らしいグリーンインフ
ラ（自然環境が有する多様な機能を活用した社会資
本）づくりに取り組む。

視点 4 生物多様性

生物多様性（生態系、種、遺伝子の多様性）の保
全・ 回復、持続可能な利用に貢献

視点 5 民有地緑化

量的な確保、京都の風情や周辺の環境に調
和した質の高いみどり

視点 6 公園

公園機能の再編、インクルーシブの考え方、
地域と協力した管理運営や利活用



ＫＥＳエコロジカルネットワーク

2.1 緑化の種類

(１) 屋上緑化 ……建築物の屋上

(２) 壁面緑化 ……建築物の壁面

(３) 地上緑化 ……樹木・草本の植栽（地面）、生け垣、

駐車区画の緑化 等

(４) 雨庭機能に重点を置く緑化

敷地内の緑化活動（４種類）



2.1 緑化の種類

（1）屋上緑化

緑化協会旧事務所屋上 2004-2011年

京都市屋上緑化技術研究会の実験施設

施設の施工図面（モザイク実験
区画（右）と庭園風区画（左））

(事例)

※屋上緑化は、建築物の屋根では通常利用されない雨水を
利活用する施設として、(４) 雨庭機能に重点を置く緑化（雨
水を一時貯留又は利用する雨庭）と見なすことも可能

中京区役所屋上庭園
八百一本館「六角農場」



2.1 緑化の種類

(2) 壁面緑化
・方法１ 「登はん・下垂型」

つる性植物をカーテン状に仕立てて日除けに
する緑のカーテン

夏場、窓を覆えば涼しく感じられ、冷房の電気
代が削減できる。

体感温度（℃）≒（室温+ＭＲＴ）／２

※ＭＲＴは平均輻射温度

(事例)



(2) 壁面緑化
・方法２ 「壁面基盤型」

ポット苗等を壁面に設置した基盤に植える。（各ポットへの灌
水に雨水を利用するタイプもあります。）

ヨドバシカメラ（高さ7ｍ×

幅160ｍ、総面積1,120㎡）
建物壁面から独立した基盤

を使うタイプ

(事例)

『京のみどり』５９号（ ２０１１年７月発行）より

2.1 緑化の種類



2.1 緑化の種類

（3） 地上緑化

①樹木・草本の植栽

②生垣

③駐車区画

保護材の面積も緑化面積
に算入可（2/3未満まで） →

水平の延長（ｍ）×高さ（ｍ）を
緑化面積とみなす

 ・延長1ｍ以上
 ・高さ0.3ｍ以上1.5ｍ未満

高
さ

樹木や草花が地面を覆う面積
を緑化面積とする



（4）雨庭機能に重点を置く緑化

2.1 緑化の種類

京都雨庭研究会

『京のみどり』79号（2016年7月）より

雨庭とは……雨水利用を積極的に行う植栽空間（庭）のことで、グリーンイン
フラの重要な１つ。洪水緩和のほか、水質浄化、生物多様性の保全、ヒート
アイランド現象の緩和等の多様な効果が期待できる。

『雨庭のすすめ 改訂版』より

機能と構造 「集水」「貯水」「浸透」雨庭の多様な効果



（4）雨庭機能に重点を置く緑化

①地面の「雨庭」
・水面も緑化面積に含む。

・窪地を設け雨水を一時的に溜め、徐々に

浸透させる

・地形の変化や建物屋根、雨樋で集水

②地面以外の「雨庭」
・容器（プランター）による。

日新電機研修センター（2019年3月～）
雨水を一時貯留し循環・浸透

京都駅ビル「緑水歩廊」

植樹桝（ます）の地下の空隙貯留を用いた雨水貯
留の例 （東京での見本市で）

※面積の基準は設けない。（雨庭部分の「蓄雨高」（降雨
時の貯水又は浸透能力）100ｍｍは最低確保する。）

(事例)



京都市独自 道路沿線の雨庭の整備
京都が全国に誇る造園技術を生かし、枯山水などの要素を採り入れ、道路・歩道に降った雨

水の一時貯留と地下浸透を図る。
2017年度に整備がスタートし、2018年4月に四条堀川交差点（南東）に京都市雨庭第１号

がオープン。その後、202５年３月現在計１６地点に増加。

地域団体・企業の方々（街路樹サポーター）に
よる手入れが行われている。

(事例)



2.2 共通基準

①「緑化面積」は、３㎡以上とする。
（ただし、地面以外の「雨庭」は、面積基準は規定しない。）

② 樹木の他、草本（１年草を含む）を可とする。

③ 植物は、 「推奨在来種リスト」（３月1日提供資料）の在来種を
１種以上含むこと。

④ 植物は、外来生物法の「特定外来生物」をはじめ、「生態系被害
防止リスト」（３月1日提供資料）掲載の外来種を新規の植栽に
は含まないこと。

⑤ ３カ年計画で達成（完成）も可とする。

■植栽について重視したい点、注意点



■植栽について重視したい点、注意点

(a) いくつかの植物種を採り入れ、高木・低木・草本といった階層性を
持たせること ――植物の多様性、生育環境の多様性

(b）できるだけ、地形（アンジュレーション）、水辺空間を設けること
――生育環境の多様性

(c) 在来種、特に同じ地域の植物を積極的に使うこと（推奨リスト参照。供
給もスタート）。
新規の植栽に、「生態系等に悪影響を及ぼす可能性がある外来種」を使わ

ないこと。 
※３月1日提供資料「7_【別紙３】生態系被害防止外来種リスト 」 を参照。

希少植物について、同じ植物種の自生地が近くにある場合には、遠方の自
生地に由来する個体を植えることを避けましょう。（遺伝学的な地域固有性
を大事にするため。） ――国外外来種／国内外来種の概念

(d) 植物と関係する生活文化の関係も紹介すること
――京都市生物多様性プランが重視する歴史文化との関係を啓発

※３月１日提供資料 「5_【別紙2-1】生物多様性に配慮
した在来種リストの考え方」を参照。

◇生物多様性に配慮した緑化の基本的な考え方
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